
各種報告書のご説明

投資信託・公共債をご購入いただいたお客さまには、｢取引報告書｣などの各種報告書類を
お送りします。
本資料にて、各種報告書類の内容をご説明します。

《 ご 注 意 》

当資料は当行が投資信託および公共債の取引に係る各種報告書類の見方を説明するために作成したもので、金融商品取引法に基づく開示資料では
ありません。

投資信託および公共債は、預金商品ではなく、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介(証券口座)で取り扱う投資
信託は投資者保護基金の対象となります。

投資信託は、値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資するため、元本・分配金が保証されている商品ではありません。
投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
公共債は、市場の金利水準の変化により価格が変動しますので、償還日より前に中途換金する場合は市場価格での売却となり、売却損が出る場合も
あります。また、発行者(国・地方公共団体)の財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。発行
者(国・地方公共団体)の財政難等により利払いや償還が遅延したり、不能となる可能性があります。

お取引に際しては、「投資信託説明書(交付目論見書)」または「契約締結前交付書面(公共債)」を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断ください。
当資料は2023年3月時点の内容です。

商号 株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会



お送りする各種報告書類と送付時期

①

書類名 送付時期（目安） 該当ページ

口座開設のご案内 口座開設から1週間程度 ―

NISA口座開設のご案内 口座開設から1週間程度 ―

ジュニアNISA口座開設のご案内 口座開設から1週間程度 ―

「指定預金口座」ご確認のお願い 口座開設から1週間程度 ―

ほくよう投信積立サービスのご案内 お申込みから1週間程度 P5

取引報告書（募集・購入時）
お申込みから1週間程度

※ほくよう投信積立サービスによる購入の場合は
送付されません。

投信 P3
公共債 P6

収益分配金のご案内(注) 決算日から1週間程度
※分配金が支払われない場合は送付されません。

P4

収益分配金再投資のご案内(注) 決算日から1週間程度
※分配金が支払われない場合は送付されません。

P4

利金のご案内(注) 利金のお振込日 P7

取引報告書（解約・換金時） お申込みから1週間程度
投信 P3
公共債 P6

償還金のご案内
（投信の場合）償還日から1週間程度
（公共債の場合）償還金のお振込日

投信 P5
公共債 P7

取引残高報告書

お取引＊があった場合、3・6・9・12月の各
月末を基準日として作成し、その翌月末まで
※基準日の直前3ヶ月間にお取引が無い場合は、
送付されません。

※残高があるお客さまはお取引が無い場合でも、
1年に1回送付されます。

P8-9

ご投資状況のお知らせ
お取引＊があった場合、3・6・9・12月の各
月末を基準日として作成し、その翌月末まで
※取引残高報告書とあわせて送付されます。

P10

運用報告書 ファンド毎に定めた時期から1～2ヶ月程度 P10

＜特定口座（源泉徴収あり）を
選択されているお客さまのみ＞

特定口座譲渡損益額のお知らせ

解約・換金お申込日または償還日から
1週間程度

P11

＜特定口座を利用されている
お客さまのみ＞

特定口座年間取引報告書

◎特定口座廃止時
特定口座廃止日の翌月末まで

◎上記以外
毎年12月末基準で作成し、翌月末まで

P12

＜つみたてＮＩＳＡを利用されている
お客さまのみ＞

つみたてNISAに関するお客さまに
ご負担いただいた費用・報酬のお知らせ

毎年12月末基準で作成し、翌月末まで P13
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＊お取引…購入、分配金の受取・再投資、利金の受取、解約・換金、償還

■ 上記書類のほか、お取引状況に応じてお送りする書類がございます。

(注) 「収益分配金のご案内」「収益分配金再投資のご案内」「利金のご案内」は、一般口座ならびに特定
口座（源泉徴収：無、配当等受入：無）でお取引いただいているお客さまに送付されます。

投



新規口座開設

募集・購入

定期報告
※一般口座ならびに特定口座

（源泉徴収：無、配当等受入：無）で
お取引いただいているお客さま

換金

口座開設・購入後～換金・償還までの流れ

■各種報告書は、原則として再発行いたしかねますので、確定申告などで必要とされる方は、
大切に保存願います。

■「北洋投信ダイレクト」で各種報告書の電子交付サービスをご利用いただいている場合、
別途郵送ではお送りしません。（公共債のお客さまも含みます。）
※ただし、「NISA口座開設のご案内」「ジュニアNISA口座開設のご案内」等については
電子交付の対象外であり、電子交付サービスをご利用の場合でも郵送となります。

■本資料に掲載している各種書類のサンプルは、電子交付サービス用の帳票を元に作成し
ているため、郵送交付用の帳票はレイアウトが一部異なる場合があります。

■郵便状況により、各種書類の到着が１ページに掲載している送付時期（目安）より前
後する場合があります。

ご注意！

②

新規口座開設

募集・購入

定時定額契約

収益分配金受取・
再投資

償還

利金入金 定期報告
※一般口座ならびに特定口座

（源泉徴収：無、配当等受入：無で
お取引いただいているお客さま

中途換金

償還

投資信託 公共債

・・・投資信託をお持ちのお客さまにお送りする各種報告書類

◆本資料中に表示しているアイコンのご説明

・・・公共債をお持ちのお客さまにお送りする各種報告書類

投

債



投資信託 募集・購入申込

投資信託の募集・購入のお申込みが成立したことをお知らせする書類です。取引報告書

③

■数量(口数)
お取引口数

■1万口当たりの単価
約定日の基準価額

■消費税等
お申込手数料×消費税率

投資信託 換金申込

投資信託の換金のお申込みが成立したことをお知らせする書類です。取引報告書

■手数料
約定金額×お申込手数料率

■約定金額
ファンドの買付金額

単価×数量(口数)÷単価表示単位(1万口) 

■数量
(口数)

お取引口数

■約定金額
単価×数量(口数)

÷単価表示単位(1万口) 

■取得単価
譲渡所得計算の基礎とな
る単価(特定口座における
お取引の場合のみ表示）

■元本または
個別元本
ファンドごとの課税上
の購入価額

投

投

■1万口当たりの単価
約定日の基準価額

－信託財産留保額

■精算金額合計
各明細の
⑥精算金額の合計

■精算金額
お受取金額の総額
※特定口座(源泉徴収あり)の
場合、源泉徴収／還付前の金額

■所得税・住民税
譲渡損益にかかる所得税と
住民税の源泉徴収／還付額
(特定口座(源泉徴収あり)
の場合のみ表示）

■譲渡損益額
今回のお申込により発生した
譲渡損益額(特定口座におけ
るお取引の場合のみ表示）

■精算金額合計
お受取金額の総額
※特定口座(源泉徴収あり)の
場合、源泉徴収／還付後の金額

■精算金額
手数料･消費税等を含むお申込金額の総額



投資信託 収益分配金受取・再投資

収益分配金の金額についてお知らせする書類です。「収益分配金のご案
内」では分配金の受取金額を、「収益分配金再投資のご案内」では再
投資金額・口数を確認することができます。一般口座ならびに特定口座
（源泉徴収：無、配当等受入：無）でお取引いただいているお客さま
に送付されます。

＜分配金受取の場合＞

＜分配金再投資の場合＞

収益分配金のご案内

収益分配金再投資のご案内

④

投

■分配金計算対象残高
決算日の前営業日時点の残高(口数)

■基準価額
決算日時点の基準価額

■個別元本
ファンドごとの課税上の購入価額

■普通分配金
個別元本の超過部分からの分配金(課税対象)

■元本払戻金（特別分配金）
投資元本の一部払戻しに相当する分配金(非課税)

■支払金額
普通分配金＋元本払戻金(特別分配金)

－(所得税＋住民税)

■再投資金額
税引後で再投資にあてられた金額

■再投資口数
分配金を再投資して加算される口数

■外貨建資産割合
■非株式割合
各ファンドの投資信託約款等で定める割合を表示

■再投資の基準価額
決算日時点の基準価額

■再投資後残高
分配金計算対象残高＋再投資口数

■支払日
分配金が指定預金口座
にお振込となる日

■課税対象金額
普通分配金+通知外国税相当額

■通知外国税相当額
外国で徴収された納税額(外国税額)



ほくよう投信積立サービスのお申込

ほくよう投信積立サービスのお申込内容をお知らせする書類です。
ほくよう投信積立
サービスのご案内

償還金のご案内

⑤

投資信託が償還するときに、償還金額についてお知らせする書類です。

NISA口座を優先して使用する場合は、
その旨が表示されます。

■買増ご購入金額
買増を希望されたお客さまのみ表示されます。

■償還金額
単価×数量(口数)
÷単価表示単位(１万口)

投

投資信託 償還金のご案内 投

■償還口数
償還となった口数

■償還金単価
償還となったファンド
の基準価額

■支払開始日
指定預金口座に償還金が
お振込となる日

■所得税・住民税
譲渡損益にかかる所得税と住民税の源泉徴収／還付額
(特定口座(源泉徴収あり)の場合のみ表示）

■譲渡損益額
償還により発生した譲渡損益額
(特定口座におけるお取引の場合のみ表示）

■支払金額合計
お受取金額の総額
※特定口座(源泉徴収あり)の場合、
源泉徴収／還付後の金額

■取得単価
譲渡所得計算の基礎となる単価
(特定口座におけるお取引の場合
のみ表示)

■お買付金額
毎月のご購入金額



公共債 募集・購入申込

公共債の募集・購入のお申込みが成立したことをお知らせする書類です。取引報告書

⑥

公共債 中途換金

公共債の中途換金のお申込みが成立したことをお知らせする書類です。取引報告書

■取得単価
譲渡所得計算の基礎となる
単価(特定口座における
お取引の場合のみ表示)

■精算金額
約定金額+経過利子額

債

債

■約定金額
約定単価×額面÷100円

■約定金額
約定単価×額面

÷100円

■譲渡損益額
今回のお申込により発生した譲渡
損益額(特定口座におけるお取引
の場合のみ表示)

■約定単価
額面金額100円
当たりの売却単価

■精算金額
①約定金額＋②経過利子額

－③中途換金調整額
※特定口座(源泉徴収あり)の場合、
源泉徴収／還付前の金額

■経過利子額
今回のお取引により
発生した経過利子額

■経過利子額
今回のお取引により
発生した経過利子額

■約定単価
額面金額100円
当たりの単価

■所得税・住民税
譲渡損益にかかる所得税と
住民税の源泉徴収／還付額
(特定口座(源泉徴収あり)の
場合のみ表示）

■精算金額合計
お受取金額の総額
※特定口座(源泉徴収あり)の
場合、源泉徴収／還付後の金額

■精算金額合計
各明細の
④精算金額の合計

■中途換金調整額
個人向け国債の中途換金時
に差し引かれる金額



公共債 利金・償還金のご案内

公共債の利金が支払われる場合、その金額についてお知らせする書類です。
一般口座ならびに特定口座（源泉徴収：無、配当等受入：無）でお
取引いただいているお客さまに送付されます。

利金のご案内（債券）

償還金のご案内（債券）

⑦

公共債が償還するときに、償還金額についてお知らせする書類です。

■支払金額合計
各明細の④支払金額の合計

■支払金額
①利金－(②所得税＋③住民税)

■譲渡損益額
償還により発生した譲渡損益額
(特定口座におけるお取引の場合のみ表示)

■取得単価
譲渡所得計算の基礎となる単価
(特定口座におけるお取引の場合のみ表示)
※個人向け国債の場合は、初回利子調整額を
考慮した単価が表示されます。

■支払日
利金が指定預金口座にお振込となる日

債

■償還金単価
償還金の単価

■支払金額合計
お受取金額の総額
※特定口座(源泉徴収あり)の場合、
源泉徴収／還付後の金額

■支払日
指定預金口座に償還金が
お振込となる日

■利金
税引き前の利金

■所得税・住民税
譲渡損益にかかる所得税・住民税の源泉徴収／還付額
(特定口座(源泉徴収あり)の場合のみ表示）

■償還金
償還金単価×額面÷100円



定期報告

お取引の明細やお預り残高をご確認いただくために、原則３・６・９・12月
の３ヵ月毎に明細をお送りします。当該期間にお取引がない場合は作成さ
れませんが、残高があるお客さまについては１年に１回送付されます。

お取引の明細と預り金の残高明細

取引残高報告書

⑧

■数量
投資信託のお取引
(購入･換金･収益分配等)
時点での口数

■額面
公共債のお取引
(購入･償還･利金入金等)
時点での額面金額

■単価
お取引(購入･換金･再投資
等)時点での約定単価

債投



定期報告

お預り証券等の残高明細

⑨

■評価額
作成日時点での時価評価額

数量×基準価額
÷単価表示単位(1万口)

■個別元本
ファンドごとの課税上の購入価額

■数量
作成日時点の保有残高(口数)

■基準価額
作成日時点での基準価額

■取得単価
譲渡所得計算の基礎となる単価

(個別元本×数量
÷単価表示単位(1万口)
＋取得費用(手数料＋消費税))
÷数量×単価表示単位(1万口)

債投

■額面
作成日時点での額面金額

■利率
作成日時点での利率

■取得単価
譲渡損益計算の基礎となる単価
※個人向け国債の場合は、初回
利子調整額を考慮した単価が表
示されます。

■非課税限度額
作成日時点でのNISA、マル優、
マル特の限度額および利用額が
表示されます。



ご投資状況のお知らせ ご投資いただいているファンドの分配金等を含めた運用損益状況をご確認
いただくために、取引残高報告書にあわせてお送りします。

運用報告書

ご投資いただいているファンドの運用状況
の詳細をお知らせします。
ファンド毎に定めた時期(半年に１回また
は年に１回)にお送りします。

⑩

定期報告 投

■お受取額
解約･償還･分配金等の
お受取金額の総額
※再投資された分配金は
含みません。

※分配金は税引後の
金額となります。

■ご投資額
募集･購入時の
手数料等を含む
お申込金額の総額

■運用損益
作成日時点の運用損益

①時価評価額
－②ご投資額＋③お受取額

■時価評価額
作成日時点での時価評価額

数量×作成日時点の基準価額
÷単価表示単位(1万口)

※0円の場合、既に解約・換金、もしくは償還済み
で作成日時点で残高が無いことを意味します。



特定口座利用

「特定口座(源泉徴収あり)」をご利用のお客さまが譲渡取引（解約・換
金、償還）により譲渡損益が発生する場合、特定口座のお取引に係る
譲渡損益額および源泉徴収・還付をお知らせするためにお送りします。
※「特定口座(源泉徴収あり)」では、譲渡損益の通算を譲渡取引の都度行います。

譲渡損益額のお知らせ

⑪

■今回お取引の譲渡損益額
≪投資信託の場合≫
(解約(買取)・償還単価－取得単価)×数量(口数)÷単価表示単位(1万口)
≪公共債の場合≫
(償還・売却単価－取得単価)×額面金額÷100円

■基準日
お取引が成立した日

■ご精算日
源泉徴収または還付される日

■源泉徴収額
譲渡益が発生した場合、源泉徴収を行います。
なお、「前回お取引までの年間損益額」がマイナスの場合は、当該譲渡益と通算し課税所得を算出します。

債投

＜所得税・住民税の源泉徴収が行われる場合＞

＜所得税・住民税の還付が行われる場合＞

■今回お取引後の年間損益額
今回お取引の譲渡損益額＋前回お取引までの年間損益額

■今回お取引後の年間源泉徴収額
前回お取引までの年間源泉徴収額－還付額

■還付額
譲渡損が発生した場合、既に徴収している税額を限度に還付を行います。
なお、「源泉徴収あり口座」内で普通分配金(投信)・利金(公共債)を受け入れている場合、譲渡損と普通分配金(投信)・
利金(公共債)との通算は年1回行い、翌年初に還付を行います。



特定口座利用

１ 月～12 月までの1年間における、特定口座でのお取引内容につい
てお知らせする書類です。

特定口座年間取引報告書

⑫

■譲渡の対価の額
（収入金額）
その年の譲渡取引により得た金額

■取得費及び譲渡に要した
費用の額等

その年に譲渡した投資信託および
公共債の取得金額
(手数料・消費税等を含む)

■源泉徴収の選択
「有」の場合は、源泉徴収が
行われます。
「無」の場合は、源泉徴収が
行われません。

■源泉徴収税額
源泉徴収された所得税額
が表示されます。

債投

単位型投信の分配金・・・⑥
追加型投信の分配金・・・⑦
公共債の利金・・・⑩

■差引金額
⑨合計・⑮合計と⑯譲渡損失の金額を通算した金額が表示されます。
※通算した金額がマイナスとなる場合は０が表示されます。

■配当等の額及び源泉徴収税額等
源泉徴収の選択が「有」かつ配当等受入「有」の場合
のみ表示されます。

■納付税額
損益通算後の納付税額（所得税、住民税）が表示されます。

■還付税額
譲渡損失と配当所得との損益通算後に
還付される額が表示されます。



つみたてNISA利用

つみたてNISAをご利用いただいているお客さまに、信託報酬等として
ご負担いただいた1年間の概算額をお知らせするためにお送りします。
※年初と年末に同一のつみたてNISA対象ファンドを保有している場合に
お送りします。

つみたてNISAに関する
お客さまにご負担いただいた
費用・報酬のお知らせ

⑬

■信託報酬等の合計比率
ファンドごとに定められた信託報酬等
（年率・税込）

投

■信託報酬等（概算額）
（②年初残高+③年末残高）÷２×①信託報酬等の合計比率 で計算した概算額です。
100円未満は四捨五入した金額を、50円に満たない場合は「50円未満」と表示します。

「*******」表示がある場合
年初時点で残高を保有していない場合、「②年初残高」および「④信託報酬等（概算額）」は「*******」での表示となります。

■年末残高
年末の時価評価額

■年初残高
年初の時価評価額

【信託報酬等とは】
投資信託には、その運用や管理などのために信託報酬等と言われる一定の費用・報酬がかかります。
信託報酬等はファンドごとに異なっており、そのファンドの保有額に応じて毎日少額ずつご負担いただいています。
ただし、投資信託の価値（基準価額）は信託報酬等を差し引かれた値となっており、間接的にご負担いただいているため、お客さまから直接
お支払いいただいたものではありません。


